
　　健康管理事業の一環として、歯科健診検査費用の助成を行うことにより、歯周病等の予防及び早期発

　見・早期治療を促進し、健康の維持・増進を図る。

　公立学校共済組合秋田支部

３　歯科健診検査項目及び経費負担

４　対象者

　　在職中の公立学校共済組合秋田支部の組合員（任意継続組合員は除く。）で対象年齢に該当し、歯科

　健診の受診を希望する者。

５　対象年齢　（年齢は、令和８年３月３１日現在の満年齢）

　２０歳から７０歳までの偶数年齢の者

６　募集人数

　７００人（申込多数の場合は抽選となりますのでご了承ください）

　
７　実施時期　

　　令和７年７月～令和８年１月末日

８　契約医療機関

　　県内指定医療機関（秋田県歯科医師会会員に限る）

　　別添｢令和７年度公立学校共済組合秋田支部歯科健診協力医療機関名簿｣のとおり

９　申込期限

 　令和７年６月11日（水）17:00

10　申込方法

　別紙 「歯科健診申込方法」を確認のうえ、秋田県電子申請・届出サービスより申込者本人が申し込

みください。

11　受診者の決定通知について

　各所属所へ６月末までに、決定通知書と受診券及び歯科健診受診票を郵送しますので、決定者への

交付をお願いします。

12　受診方法
　　(１)  別添｢令和７年度公立学校共済組合秋田支部歯科健診協力医療機関名簿」にある希望医療機関へ個別

　に受診予約をすること。
　　(２)  受診の際は必ず受診券と歯科健診受診票を持参すること。

13　助成金の支払

　　　健診終了後、秋田県歯科医師会からの請求により公立学校共済組合秋田支部において支払うものとす

　 る。

令和７年度　歯科健診助成事業実施要領

１　目　的

２　実施機関

　　　 歯・口腔状況診査、歯周病予防指導

  　   健診費用の４，４００円は公立学校共済組合秋田支部が負担する。



14　個人情報保護

　　(２)  公立学校共済組合秋田支部は、収集した歯科健診の結果を組合員の健康管理以外の目的には使用し

　　　　ないものとする。
　　(３)  公立学校共済組合秋田支部は、契約医療機関において取り扱う個人情報保護の適正管理措置につい

　　 て必要かつ十分な措置を講ずるよう指導するものとする。　

15　服務の取り扱い

　　 第２条第２号の規程に基づき、職務に専念する義務を免ずる。
　　(２)  市町村立学校の職員については、当該市町村が定めるところによる。

　　(３)  団体職員については、当該団体の定めるところによる。

　歯科健診フローチャート

⇒ ⇒ ⇒

　秋田県電子申請 決定通知書・受診券・ 　対象者が個別に 受診券
　・届出サービスにより 歯科健診受診票 　予約する 歯科健診受診票

　　(１)  公立学校共済組合秋田支部が契約医療機関から歯科健診の結果を収集することについては、助成対

　　　　象者が健診を受けたことをもって、同意したものとする。

　　(１)  県教育委員会に属する職員については職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２６年条例第５号）
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